
教職員の⼈事管理に資するため、公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学
校、特別⽀援学校における教職員の⼈事⾏政の状況について、調査を実施。
※⼀部の項⽬については幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）も対象

１．調査の趣旨１．調査の趣旨

２．調査対象及び調査対象期間２．調査対象及び調査対象期間

３．主な調査項⽬３．主な調査項⽬

（１）精神疾患による病気休職者等数
（２）懲戒処分等の状況（交通違反・交通事故、体罰・不適切指導、性犯罪・性暴⼒等、その他）
（３）⼈事評価システムの取組状況
（４）管理職選考における特別⽀援教育の経験等に関する情報の把握・管理の状況 等

都道府県・指定都市の計６７教育委員会を対象。
令和６年度の状況を中⼼に調査。

令和６年度 公⽴学校教職員の⼈事⾏政状況調査について（概要）
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教育職員の精神疾患による病気休職者数（令和６年度）

教育職員の精神疾患による病気休職者数の推移（平成27年度〜令和６年度）

○教育職員（※）の精神疾患による病気休職者数は、7,087⼈（全教育職員数の0.77％）で、
令和５年度（7,119⼈）から32⼈減少したものの、割合は横ばい。

（※）公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学校、特別⽀援学校における校⻑、副校⻑、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、
養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助⼿及び寄宿舎指導員 （総計922,776⼈（令和６年5⽉1⽇現在））
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精神疾患による病気休職の要因について

精神疾患による病気休職の要因について

○教育職員（※）の精神疾患による病気休職の要因に関して教育委員会に調査したところ、昨年度に引き
続き、業務内容（児童・⽣徒に対する指導そのものに関すること）、職場の対⼈関係（上司、同僚、
部下等）、業務内容（校務分掌や調査対応等、事務的な業務に関すること）が多い結果となった。
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○懲戒処分等（懲戒処分及び訓告等）を受けた教育職員は、4,883⼈（0.52％）で、令和５年度から54⼈増加。
・「体罰」により懲戒処分等を受けた者は 311⼈（0.03％） (令和５年度︓343⼈（0.04％））、

「不適切指導」により懲戒処分等を受けた者は 485⼈（0.05％）。（令和５年度︓509⼈（0.05％））
・「性犯罪・性暴⼒等」により懲戒処分等を受けた者は 281⼈（0.03％） 。(令和５年度︓ 320⼈（0.03％ ）)

うち、児童⽣徒性暴⼒等により懲戒処分を受けた者は 134⼈（0.02％）。(令和５年度︓ 157⼈（0.02％） ）
※１ (  )内の割合は教育職員数に対する割合。 ※２ 幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）の教育職員も対象に含む。
※３ 本調査における「性犯罪・性暴⼒等」とは、性犯罪・性暴⼒及びセクシュアルハラスメント（児童⽣徒性暴⼒等を含む。）をいう。

「児童⽣徒性暴⼒等」とは、「教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌に関する法律」第２条第３項に該当する⾏為をいう。

教育職員の懲戒処分等の状況（令和６年度）

総計訓告等
懲戒処分

年度区分
合計戒告減給停職免職
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４，８８３４，００７８７６２１９２５４１５８２４５６
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４，８２９３，９０８９２１２４９２１６１８４２７２５

（単位︓⼈）

（注1） 性犯罪・性暴⼒等の（ ）は、児童⽣徒性暴⼒等による件数で内数。 （注2）「不適切指導」とは、児童⽣徒等への不適切な指導等（例︓暴⾔・罵倒等） 4



5

児童⽣徒性暴⼒等に関する状況

【態様】 【⾏われた場⾯】

【発覚の要因】

100.0%47 都道府県

児童生徒性暴力等を予防するために、執務環境の見直しによる密室状態の回避や教育指導体制の見直しによる組
織的な対応等について、学校や市区町村教育委員会へ指導等を行っている

４．児童生徒性暴力等を
予防するためのその他
の取組

100.0%20 指定都市

100.0%67 計

87.2%41 都道府県
教師個人のスマートフォン等の私的な端末で児童生徒等を撮影することのないようにすること、学校所有等の端末で
撮影する場合であっても児童生徒等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち出すことのないようにすることなど、端
末の利用やデータの管理についてルールを明確化している

95.0%19 指定都市

89.6%60 計

計:134人

〇令和６年度において、「児童⽣徒性暴⼒等」により懲戒処分等を受けた教育職員（134名）による児童⽣
徒性暴⼒等の態様、⾏われた場⾯、発覚の要因について
（ 「児童⽣徒性暴⼒等」とは、「教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌に関する法律」第２条第３項に該当する⾏為をいう。）

〇児童⽣徒性暴⼒等を予防するための取組みの状況について（抜粋）（令和７年10⽉1⽇時点）

※その他、「SNS等による私的なやりとりの禁止」等児童生徒性暴力等を予防するための取組状況については、本体資料「2-5-4 児童生徒性暴力等を予防するための取組状況について」を参照。
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ア 授業中・保育中, 11人, 8.2%
イ 放課後, 18人, 13.4%

ウ 休み時間, 8人, 6.0%

エ 部活動, 8人, 6.0%

オ 学校行事, 3人, 2.2%
カ 通勤時間中, 2人, 1.5%

キ 長期休業期間中, 3人, 2.2%

ク その他勤務時間外, 
81人, 60.4%

計:134人

ア 15人 11.2%

イ 2人 1.5%

ウ 41人 30.6%

エ 5人 3.7%
オ 1人 0.8％

カ 36人 26.9%

キ 3人 2.2%

ク 5人 3.7% ケ 26人
19.4%

ア 被害者又は保護者から管理職への相談

イ 被害者又は保護者からスクールカウンセラーへの相談

ウ 被害者又は保護者から教職員への相談（ア・イを除く。）

エ 被害者又は保護者から相談窓口への相談

オ 学校や教育委員会が実施するアンケート調査等

カ 警察からの連絡

キ 教職員が現場を目撃

ク 加害者からの申出

ケ その他

計134人

教職員等への相談
43.3％



管理職選考において、特別⽀援教育の経験等（※）の情報を把握・管理している教育委員会の割合
※特別⽀援教育の経験等︓特別⽀援学級担任、特別⽀援学級の教科担任、通級による指導の担当、特別⽀援学校における指導、特別⽀援教育コーディネーターの経験

○管理職選考において、特別⽀援教育の経験等の情報を把握・管理している教育委員会の数は23で、
全体の約３割。うち、把握・管理した情報を管理職選考で考慮している教育委員会の割合は約６割。

○管理職選考において、特別⽀援教育の経験等の情報を把握・管理していない教育委員会の数は44で、
全体の約７割。うち、今後情報を把握・管理する予定がある教育委員会は約２割。

管理職選考における特別⽀援教育の経験等に関する情報の把握・管理の状況
（令和７年４⽉１⽇現在）
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特別⽀援教育に関し把握・管理した経験を
管理職選考で考慮しているか

今後、管理職選考において特別⽀援教育の
経験等の情報を把握・管理する予定があるか

把握している
（23教育委員会、34.3%）

把握していない
（44教育委員会、65.7 %）



（１）精神疾患による病気休職者等数 関係
◆ 学校における働き⽅改⾰の⼀層の推進をはじめとした教師を取り巻く環境の整備

- 「学校と教師の業務の３分類」に基づく業務の適正化の⼀層の推進（⾸⻑部局や地域との連携）
- 服務を監督する教育委員会において、⽂部科学⼤⾂が定める指針に即して定める「業務量管理・健康確保

措置実施計画」に在校等時間の縮減等に関し具体的な⽬標や取組を記載するなど、教育委員会における取
組状況の「⾒える化」の仕組みづくり

- 過剰な苦情等の学校では解決が難しい事案に適切に対応するための、弁護⼠による法務相談体制整備や、
⾏政による学校問題解決のための⽀援体制構築の推進、事例の創出・横展開 等

◆ 教員のメンタルヘルス対策の充実
- メンタルヘルス不調の未然防⽌、早期発⾒・早期対応、再発防⽌等について効果的な事例の創出・横展開
- 病気休職への対応策について、医学的知⾒を踏まえた体系的な整理
- ストレスチェックの実施徹底など、労働安全衛⽣管理体制の整備・充実

◆ 教職員定数の改善等による指導・運営体制の充実 等

（２）懲戒処分等の状況 関係
◆ 教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する法律や同法に基づく基本指針等を踏まえた取組の徹底

- 児童⽣徒性暴⼒等を⾏った教員について懲戒免職とすることの徹底
- 特定免許状失効者等に関するデータベースの活⽤の徹底
- 予防的な取組の推進（執務環境の⾒直しによる密室状態の回避、教育指導体制の⾒直しによる組織的対応、

児童⽣徒等とSNS等による私的なやり取りを⾏ってはいけないことや端末の取扱いに関するルールの明
確化など）
→基本指針の⾒直し等

-  こども性暴⼒防⽌法の施⾏（令和８年12⽉25⽇予定)に向けた対応
◆ 体罰、不適切指導の根絶に向けて各教育委員会等に対する指導等の実施 等

調査結果を踏まえた今後の対応

7
上記の観点や調査結果を踏まえ、⼈事⾏政を適切に⾏う上での留意事項の通知、⼈事担当者を
集めた研修会の実施 等


